
 

 

 

 

 

 
 
 
         

■ 憲法で保障される社会権 
 

         [1       ]（第  条） 

                   

         [2         ]権利（第  条）：人間が主体的に自分の生き方を実現するために 

                            教育を受けることが必要になる 

[3         ] ・団体を組織する権利＝[4      ] 

・労働者の団体が使用者と交渉する権利＝[5         ] 

・労働者の団体が団体行動を行う権利＝[6         ] 

  

■ 生存権 
 

  日本国憲法 第[  ]条 

「すべて国民は[    ]で[     ]な[      ]の生活を営む権利を有する」 

 

Q,「健康で文化的な最低限度の生活」とはどんな生活だろうか？ 

1957 年に[7        ]という生存権に関する裁判が起きた。当時の生活保護制度が最低限の生活を 

保障できるのかという点が争点となった裁判だが、いざ聞かれるとどの程度の生活かを定義するのは難しい。 

では、当時実際に考えられていた「健康で文化的な最低限の生活」はどんな生活だろう？ 

  

Think    「健康で文化的な最低限度の生活」に必要な日用品を想像しよう 
 

・パンツ（    ）枚          ・パンツ（    ）枚 

・肌 着（    ）枚          ・肌 着（    ）枚 

・タオル（    ）枚          ・タオル（    ）枚 

 

 

 

 

 

 
 

裁判の結果は、朝日さんの死亡により終了という結末を迎えたが、この裁判をきっかけに論争が起き、 

生活保護費の引き上げが実施された。生活保護をはじめ、社会保障制度の充実が憲法上の責務といえる。 

 

 

(ⅰ) 社会権 

社会権 

予 

想 

正

解 

[  ]年 [  ]組 [  ]番 名前[         ] 



 

 

■参政権 ＝ 国民が選挙を通じて、政治に参加する権利 

 

 ・選挙権 ： 2015 年の[8        ]改正により、 

選挙権年齢が満[  ]歳に引き下げ 

 

 ・日本における 3 つの直接民主制制度 

  ①最高裁判所裁判官の国民審査※ 

  ②1 つの地方公共団体に適用される特別法の住民投票 

  ③憲法改正の際の[9          ] 

 

 ※右上の投票用紙が実際のもの。やめさせたい人に✕をつけて、過半数を上回れば罷免という形なので、 

この投票で裁判官が辞めさせられる可能性は低く、実際に辞めさせられた裁判官は一人もいない。 

 

■請求権 ＝ 人権を確立できるよう、国民が国家に対して働きかける権利 

 

 ・[10            ]（第 17 条）公務員の不法行為によって損害を受けた場合に、補償を請求 

 ・[11            ]（第 40 条）：拘禁された者が裁判で無罪となった場合に受けられる補償 

・国会や地方議会に請願する権利（[12      ]）（第 16 条） 

・[13          ]権利（第 32 条） 

 
  

Work✎ 無実の罪で捕まった場合、いくらの賠償金が出る？ 
 

無実の罪で抑留（強制的に押しとどめられる）された場合、１日あたりいくらの補償が出るだろうか。 

・STEP1 このくらい出すべきと思う額を書いてみよう→１日あたり[       ]円 

・STEP2 他の人の意見と比較してみよう 

憲法第 40 条に基づき制定された刑事補償法では、１日[    ]円以上[     ]円以下と規定  

例 拘禁期間 1 日の補償額 補償総額 

免田事件（1983）      日      円       円 

 ・その他の事例  

… 足利事件で 17 年間拘束→約[    ]円／東電 OL 殺害事件で約 15 年拘束→約[     ]円 

     ・アメリカでは 24 年間収容されていた冤罪被害者に対し、約[       ]円で和解した例も。 

      法制定した時と物価も変わっている点や、冤罪によって受ける社会的制裁のことも考えると、 

そもそも規定が少なすぎないかという点が議論になり、新たな法整備の必要性も説かれている。 

 

■憲法で規定される国民の義務 
 

  ① [14      ]の義務(27 条 1 項)    ➁ [15      ]の義務(30 条) 

  ③ 保護する子女に[16       ]を受けさせる義務(26 条 2 項) 

 

(ⅱ) 参政権・請求権・国民の義務 



 

 

 

 

 

 
 
 
         

■ 憲法で保障される社会権 
 

         [1 生存権 ]（第 ２５ 条） 

                   

         [2 教育を受ける ]権利（第 ２６ 条）：人間が主体的に自分の生き方を実現するために 

                            教育を受けることが必要になる 

[3 労働基本権 ] ・団体を組織する権利＝[4 団結権 ] 

・労働者の団体が使用者と交渉する権利＝[5 団体交渉権 ] 

・労働者の団体が団体行動を行う権利＝[6 団体行動権 ] 

  

■ 生存権 
 

  日本国憲法 第[ ２５ ]条 

「すべて国民は[ 健康 ]で[ 文化的 ]な[ 最低限度 ]の生活を営む権利を有する」 

 

Q,「健康で文化的な最低限度の生活」とはどんな生活だろうか？ 

1957 年に[7 朝日訴訟 ]という生存権に関する裁判が起きた。当時の生活保護制度が最低限の生活を 

保障できるのかという点が争点となった裁判だが、いざ聞かれるとどの程度の生活かを定義するのは難しい。 

では、当時実際に考えられていた「健康で文化的な最低限の生活」はどんな生活だろう？ 

  

Think    「健康で文化的な最低限度の生活」に必要な日用品を想像しよう 
 

・パンツ（    ）枚          ・パンツ（ １ ）枚 

・肌 着（    ）枚          ・肌 着（ 0.5 ）枚 

・タオル（    ）枚          ・タオル（ ２ ）枚 

 

 

 

 

 

 
 

裁判の結果は、朝日さんの死亡により終了という結末を迎えたが、この裁判をきっかけに論争が起き、 

生活保護費の引き上げが実施された。生活保護をはじめ、社会保障制度の充実が憲法上の責務といえる。 

 

 

(ⅰ) 社会権 

社会権 

予 

想 

正

解 

[  ]年 [  ]組 [  ]番 名前[         ] 



 

 

■参政権 ＝ 国民が選挙を通じて、政治に参加する権利 

 

 ・選挙権 ： 2015 年の[8 公職選挙法 ]改正により、 

選挙権年齢が満[ １８ ]歳に引き下げ 

 

 ・日本における 3 つの直接民主制制度 

  ①最高裁判所裁判官の国民審査※ 

  ②1 つの地方公共団体に適用される特別法の住民投票 

  ③憲法改正の際の[9 国民投票 ] 

 

 ※右上の投票用紙が実際のもの。やめさせたい人に✕をつけて、過半数を上回れば罷免という形なので、 

この投票で裁判官が辞めさせられる可能性は低く、実際に辞めさせられた裁判官は一人もいない。 

 

■請求権 ＝ 人権を確立できるよう、国民が国家に対して働きかける権利 

 

 ・[10 国家賠償請求権 ]（第 17 条）公務員の不法行為によって損害を受けた場合に、補償を請求 

 ・[11 刑事補償請求権 ]（第 40 条）：拘禁された者が裁判で無罪となった場合に受けられる補償 

・国会や地方議会に請願する権利（[12 請願権 ]）（第 16 条） 

・[13 裁判を受ける ]権利（第 32 条） 

 
  

Work✎ 無実の罪で捕まった場合、いくらの賠償金が出る？ 
 

無実の罪で抑留（強制的に押しとどめられる）された場合、１日あたりいくらの補償が出るだろうか。 

・STEP1 このくらい出すべきと思う額を書いてみよう→１日あたり[       ]円 

・STEP2 他の人の意見と比較してみよう 

憲法第 40 条に基づき制定された刑事補償法では、１日[ 1000 ]円以上[ 12500 ]円以下と規定  

例 拘禁期間 1 日の補償額 補償総額 

免田事件（1983） 12599 日(34年) 7200  円 ９０７１万２８００ 円 

 ・その他の事例  

… 足利事件で 17 年間拘束→約[8000万]円／東電 OL 殺害事件で約 15 年拘束→約[６８００万]円 

     ・アメリカでは 24 年間収容されていた冤罪被害者に対し、約[ ７億 8000万 ]円で和解した例も。 

      法制定した時と物価も変わっている点や、冤罪によって受ける社会的制裁のことも考えると、 

そもそも規定が少なすぎないかという点が議論になり、新たな法整備の必要性も説かれている。 

 

■憲法で規定される国民の義務 
 

  ① [14 勤労 ]の義務(27 条 1 項)    ➁ [15 納税 ]の義務(30 条) 

  ③ 保護する子女に[16 普通教育 ]を受けさせる義務(26 条 2 項) 
 

(ⅱ) 参政権・請求権・国民の義務 


